
○倉敷市がんばる中小企業応援事業費補助金交付要綱 

平成２２年４月１日 

告示第２１９号 

（目的） 

第１条 この要綱は，本市内の中小企業者又は中小企業者の団体（以下この条において「中小

企業者等」という。）が，別表第１から別表第１０までに規定する事業を行う場合に必要と

する経費の一部について予算の範囲内で補助金を交付することにより，がんばる中小企業者

等の新たな事業展開等を応援し，もって，地域経済を支える中小企業者等の競争力を高め，

地域産業の振興に寄与することを目的とする。 

２ 補助金の交付に関しては，倉敷市補助金等交付規則（昭和４３年倉敷市規則第３０号）に

定めるもののほか，この要綱の定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この要綱において「中小企業者」とは，中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）

第２条第１項に規定する中小企業者であって，次の各号のいずれかに該当するものをいう。 

（１） 市内に住所及び事業所を有する個人 

（２） 市内に主たる事業所を有する会社 

２ この要綱において「中小企業者の団体」とは，次の各号のいずれかに該当し，その構成員

の２分の１以上が中小企業者であるものをいう。 

（１） 事業協同組合 

（２） 商工組合 

（３） 企業組合又は協業組合 

（４） 地域産業の振興を図ることを目的に設立された法人又は任意団体であって，規約等

から市長が適当と認める団体 

（交付対象） 

第３条 補助金は，別表第１から別表第１０までに規定する補助事業に必要な経費のうち，市

長が必要かつ適当と認めるものについて交付する。ただし，対象経費には，消費税，地方消

費税，印紙税，登録免許税，源泉所得税及び公証人手数料相当額を含まない。 

２ 前項の規定にかかわらず，次の各号のいずれかに該当する者が実施する事業については，

補助金を交付しない。 



（１） 同一の事業に対して，本市又は他の団体から別に補助金の交付を受ける者 

（２） 市税を滞納している者 

（３） 公序良俗に反する事業を行っている者 

（４） 前３号に掲げる者のほか，市長が不適当と認める者 

（補助金の額） 

第４条 補助金の額は，前条の規定及び別表第１から別表第１０までの規定により算出して得

た額とする。この場合において，補助金の額に１，０００円未満の端数があるときは，これ

を切り捨てる。 

（補助の制限） 

第５条 別表第１から別表第５まで及び別表第７から別表第１０までに規定する補助事業の１

会計年度における補助金の交付は，１申請者につき当該補助事業ごとに１回限りとする。 

（交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者は，所定の交付申請書を別に定める期日までに市長

に提出しなければならない。 

（研究開発事業の事前審査） 

第７条 別表第１に規定する補助事業（以下「研究開発事業」という。）について，補助金の

交付を受けようとする者は，前条の交付申請の前に，市長が別に定める期日までに所定の事

業計画書を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は，前項の事業計画書の提出があったときは，これを審査し，事業の採否を決定し，

所定の通知書により通知するものとする。 

３ 市長は，前項の審査を行うに当たって必要と認めるときは，審査機関を設置することがで

きる。 

（補助事業の着手時期） 

第８条 補助事業の着手時期は，次条の規定による交付決定のあった日以後でなければならな

い。ただし，市長において補助事業の性格上又はやむを得ない理由があると認めるときは，

この限りでない。 

２ 前項ただし書の規定により補助金を受けようとする者は，第６条の交付申請書に，所定の

事前着手理由書を添付しなければならない。 

（交付決定） 



第９条 市長は，第６条の交付申請書の提出があったときは，これを審査し，補助金の交付の

適否を決定し，所定の決定通知書により通知するものとする。 

（申請の取下げ） 

第１０条 補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は，交付の決定の

通知を受けた日から起算して２０日以内に，当該交付申請を取り下げることができる。 

（補助事業の内容又は経費の変更） 

第１１条 補助事業者は，補助事業の内容又は対象経費の総額を変更しようとするときは，あ

らかじめ，所定の変更承認申請書を市長に提出し，その承認を受けなければならない。ただ

し，次の各号のいずれかに該当する場合は，この限りでない。 

（１） 市長において，補助事業の目的の達成に支障を来すことなく，かつ，事業の能率低

下をもたらさない軽微な内容変更であると認める場合 

（２） 対象経費の総額を２０パーセント以内で増減する場合 

２ 市長は，前項の承認を行うに当たっては，必要な条件を付することができる。 

（補助事業の中止又は廃止） 

第１２条 補助事業者は，補助事業を中止し，又は廃止しようとするときは，あらかじめ，所

定の中止（廃止）承認申請書を市長に提出し，その承認を受けなければならない。 

（状況報告） 

第１３条 研究開発事業を行う補助事業者は，あらかじめ市長が指定する日における補助事業

の遂行状況について，所定の遂行状況報告書により当該指定する日から起算して３０日以内

に市長に報告しなければならない。 

（補助事業遅延等の報告） 

第１４条 補助事業者は，補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれると

き，又は補助事業の遂行が困難になったときは，速やかに所定の遅延等報告書を市長に提出

し，その指示を受けなければならない。 

（実績報告） 

第１５条 補助事業者は，補助事業が完了したときは，その日から起算して３０日を経過した

日又は３月２０日（閉庁日の場合は，その日後において最も近い開庁日）のいずれか早い日

までに，所定の実績報告書を市長に提出しなければならない。 

（補助金の額の確定等） 



第１６条 市長は，前条の実績報告書の提出があったときは，これを審査し，補助金の交付決

定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは，交付すべき補助金の額を確定し，

所定の確定通知書により通知するものとする。 

（補助金の支払） 

第１７条 市長は，前条の規定による補助金の額の確定後，補助金を支払うものとする。ただ

し，補助金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるときは，補助金の概算払又

は前金払をすることができる。 

（財産の処分及び管理） 

第１８条 補助事業者は，補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後５年を経過する日

以前に，補助金により取得し，又は効用が増加した財産を処分しようとするときは，あらか

じめ，所定の財産処分承認申請書を市長に提出し，その承認を受けなければならない。ただ

し，当該財産の取得価格又は効用の増加価格が５０万円未満のものは，この限りでない。 

２ 市長は，前項の承認をした補助事業者に対し，当該承認に係る財産を補助事業者が処分し

たことにより，当該補助事業者に収入があったときは，交付した補助金の全部又は一部に相

当する金額を返還させることができる。 

３ 補助事業者は，補助事業が完了した後も，補助金により取得し，又は効用が増加した財産

を善良なる管理者の注意をもって管理するとともに補助金交付の目的に従ってその効果的運

用を図らなければならない。 

（研究開発事業に係る実施結果の事業化等） 

第１９条 研究開発事業の補助事業者は，補助事業の実施結果の事業化に努めなければならな

い。 

２ 研究開発事業の補助事業者は，補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後５年間，

毎会計年度終了後３０日以内に当該補助事業に係る過去１年間の事業化状況及び補助事業に

基づく発明，考案等に関して特許権又は実用新案権を出願し，取得し，若しくは譲渡した場

合，又はその実施権を設定した場合には，その状況について，所定の事業化状況等報告書に

より市長に報告しなければならない。 

３ 研究開発事業の補助事業者は，前項の規定による報告を行ったときは，その証拠書類を当

該報告に係る会計年度の終了後３年間保存しなければならない。 

（協力及び情報の公表） 



第２０条 補助事業者は，市長がその成果を調査し，公表し，又は普及を図るときは，これに

協力するものとする。 

２ 市長は，補助事業者の氏名又は名称並びに補助事業の取組内容及び成果について，補助事

業者の協力を得て，地域産業振興策の実例として公表することができる。 

（補助金の経理等） 

第２１条 補助事業者は，補助金に係る経理についての収支の事実を明確にした証拠書類を整

理し，かつ，これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後５年間保存し

なければならない。 

（その他） 

第２２条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は，市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は，公布の日から施行する。 

（関係要綱の廃止） 

２ 次に掲げる要綱（以下「廃止前の要綱」という。）は，廃止する。 

（１） 倉敷市中小企業者等人づくり事業補助金交付要綱（平成８年倉敷市告示第１４８号） 

（２） 倉敷市オンリーワン企業育成支援事業費補助金交付要綱（平成９年倉敷市告示第３

１５号） 

（３） 倉敷市中小企業等販路開拓支援事業補助金交付要綱（平成１６年倉敷市告示第３７

６号） 

（４） 倉敷市中小企業地域資源活用促進事業費補助金交付要綱（平成１９年倉敷市告示第

６６５号） 

（廃止要綱に関する経過措置） 

３ この要綱の施行の日前に，廃止前の要綱の規定に基づき交付決定した補助金に係る財産処

分，状況報告その他補助事業終了後の取扱いについては，なお従前の例による。 

附 則（平成２４年３月１９日告示第１４３号） 

この要綱は，平成２４年４月１日から施行する。 

附 則（平成２７年４月１日告示第２０３号） 

この要綱は，告示の日から施行する。 



附 則（平成２８年３月３０日告示第１６１号） 

この要綱は，平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（平成２９年３月１４日告示第１５１号） 

この要綱は，平成２９年４月１日から施行する。 

附 則（平成３０年３月２３日告示第１６１号） 

この要綱は，平成３０年４月１日から施行する。 

附 則（平成３１年２月２５日告示第９９号） 

この要綱は，平成３１年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年３月１７日告示第１１６号） 

 この要綱は，令和２年４月１日から施行する。ただし，別表第１０の改正規定は，告示の日

から施行する。 

 

別表第１（第１条，第３条―第５条，第７条関係） 

研究開発事業 

補助対象事業 新技術及び新製品の研究開発 

対象事業者 中小企業者及び中小企業者の団体 

補助率 ３分の２ 

限度額 ２００万円 

対象経費 原材料費，機械装置費，工具器具費，外注費，技術指導受入費，共同研究費，

市場動向調査費（謝金，旅費，委託費） 

備考 

１ 外注費，技術指導受入費及び共同研究費（以下「外注費等」という。）の各対象経費

の上限額は，全補助対象経費の２分の１以内とする。 

２ 外注費等の対象経費の合計額は，全補助対象経費の３分の２以内とする。 

３ 市場動向調査費の対象経費の上限額は，全補助対象経費の３分の１以内とする。 

別表第２（第１条，第３条―第５条関係） 

農林水産物活用型商品開発事業 

補助対象事業 市内の農林水産物を活用した新商品の開発 



対象事業者 中小企業者及び中小企業者の団体 

補助率 ３分の２ 

限度額 ５０万円 

対象経費 原材料費，機械装置費，工具器具費，外注費，技術指導受入費，市場動向調査

費（謝金，旅費，委託費） 

備考 市場動向調査費の対象経費の上限額は，全補助対象経費の３分の１以内とする。 

別表第３（第１条，第３条―第５条関係） 

産業財産権取得事業 

補助対象事業 特許権，実用新案権，意匠権及び商標権の取得 

対象事業者 中小企業者及び中小企業者の団体 

補助率 ２分の１ 

限度額 ２０万円 

対象経費 弁理士費用，翻訳料 

備考 

１ 日本国特許庁のほか，外国特許庁における権利取得を含める。 

２ 商標権については，地域団体商標の商標登録及び外国特許庁における権利取得のみと

する。 

別表第４（第１条，第３条―第５条関係） 

販路開拓事業 

補助対象事業 岡山県外での見本市及び展示会（物産展等主として販売を目的とするものを除

く。）への出展 

対象事業者 中小企業者及び中小企業者の団体 

補助率 １０分の１０ 

限度額 （１） 国内での見本市及び展示会 １０万円 

（２） 外国での見本市及び展示会 ２０万円 

対象経費 会場費（小間料） 

備考 対象経費は，見本市及び展示会の主催者に直接支払ったものに限る。 

別表第５（第１条，第３条―第５条関係） 



共同出展型販路開拓事業 

補助対象事業 岡山県外での見本市及び展示会（物産展等主として販売を目的とするものを除

く。）への中小企業者３者以上による共同出展 

対象事業者 中小企業者及び中小企業者の団体 

補助率 （１） 会場費（小間料） １０分の１０ 

（２） 広告宣伝費 ３分の２ 

限度額 （１） 会場費（小間料） 

ア 国内での見本市及び展示会 ２０万円に出展者数を乗じて得た額 

イ 外国での見本市及び展示会 ３０万円に出展者数を乗じて得た額 

（２） 広告宣伝費 

ア 国内での見本市及び展示会 ５０万円を限度として，１０万円に出展者

数を乗じて得た額 

イ 外国での見本市及び展示会 ５０万円を限度として，１５万円に出展者

数を乗じて得た額 

対象経費 （１） 会場費（小間料） 

（２） 広告宣伝費 

備考 

１ １つの小間又は連続する複数の小間を使用する出展に限る。 

２ 会場費（小間料）は，見本市及び展示会の主催者に直接支払ったものに限る。 

３ 広告宣伝費は，見本市及び展示会で使用し，かつ，歴史，文化，地域資源等本市の個

性と魅力の発信に資する内容を含む看板，動画，パンフレット等の作成及び設置に要す

る費用に限る。 

別表第６（第１条，第３条，第４条関係） 

人材育成事業 

補助対象事業 （１） 中小企業大学校，中国職業能力開発大学校，岡山県産業振興財団，山

陽技術振興会その他の研修実施機関又は団体が実施する研修の受講 

（２） 従業員等を受講の対象とし，（１）に規定する研修実施機関又は団体

から派遣される者が講師を務める研修の開催 



対象事業者 中小企業者及び中小企業者の団体 

補助率 ３分の２ 

限度額 ２０万円（１事業者当たりの年間総額） 

対象経費 負担金（受講料），謝金（講師料），賃借料（会場使用料），委託費（研修の

開催に係るものに限る。） 

別表第７（第１条，第３条―第５条関係） 

事業承継・M＆A事業 

補助対象事業 （１） 事業承継計画作成（そのための初期診断，課題分析及びコンサルティ

ングを含む。），企業価値の算出及び知的財産診断 

（２） 自社を売却するための専門事業者へのマッチング登録及び仲介委託 

対象事業者 中小企業者 

補助率 ３分の２ 

限度額 ５０万円 

対象経費 委託費（顧問料等，官公庁等への手続及びそのための書類作成並びに個別具体

的な案件に関する訴訟及びトラブル対応に係る費用並びに成功報酬に係る費

用を除く。） 

別表第８（第１条，第３条―第５条関係） 

女性起業家ネットワーク形成事業 

補助対象事業 本市内における女性起業家，女性経営者（経営幹部を含む。）及び起業を目指

す女性を対象とした交流会又は勉強会（１０人以上の参加が見込まれるものに

限る。）の開催 

対象事業者 中小企業者（女性個人事業主又は代表者が女性である会社に限る。） 

補助率 １０分の１０ 

限度額 １０万円 

対象経費 賃借料（会場使用料），謝金（講師料），印刷製本費，広告宣伝費 

備考 宗教，政治，選挙及び営利を目的として開催される事業は，補助対象事業としない。 

別表第９（第１条，第３条―第５条関係） 

BCP策定支援事業 



補助対象事業 BCP（事業継続計画）の策定 

対象事業者 中小企業者及び中小企業者の団体 

補助率 ３分の２ 

限度額 ３０万円 

対象経費 委託費（BCP（事業継続計画）の策定に係るものに限る。） 

備考 BCP（事業継続計画）とは，企業が自然災害，火災等の緊急事態に遭遇した場合におい

て，事業資産の損害を最小限に留めつつ，中核となる事業の継続又は早期復旧を可能とす

るため，平時に行うべき活動，当該緊急非常時における事業継続のための方法及び手段等

をあらかじめ取り決め，文書化したものをいう。 

別表第１０（第１条，第３条―第５条関係） 

人材確保支援事業 

補助対象事業 岡山県外における合同就職説明会及び合同就職面接会への参加 

対象事業者 中小企業者及び中小企業者の団体 

補助率 １０分の１０ 

限度額 ２０万円 

対象経費 会場費（小間料） 

備考 対象経費は，合同就職説明会及び合同就職面接会の主催者に直接支払ったものに限る。 

 


